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感染拡大防止協力金を
1店舗につき10万円支給します

【対象】 次の全てに該当する区内に飲食店など
を有する中小企業（みなし大企業を除く）・個人
事業主▲

1月8日（準備期間を要する店舗については
1月12日までに短縮を開始）～2月7日の期
間中、午前5時から午後8時の間に営業時間
を短縮した▲

区の感染症拡大防止対策ステッカー（右図）の
交付を受けた店舗（申請受付は終了しました）

【必要書類】 前回までと必要書類が異なりますのでご注意ください。▲

申請書兼請求書▲

誓約書▲

振込先の通帳の写し（カナ表記が確認できるページ）▲

営業時間短縮要請前から営業活動を行っていることが分かる書類
（税務署の収受印が押印してある確定申告書など）▲

飲食店営業許可証▲

営業時間短縮の状況が確認できる書類（店頭の貼紙の写真など）▲

本人確認書類の写し（運転免許証や保険証など）
【申請方法】 郵送で3月31日㈬（必着）まで。
【申請書配布場所】
テクノプラザかつしか（青戸7‐2‐1）、区民ホール（区役所2階）、
区民事務所、地区センター
区ホームページからも取り出せます。
申請書は3月8日㈪から配布します。

【申請・担当課】
〒１２５‐００６２青戸7‐2‐1テクノプラザかつしか内商工振興課
�03‐3838‐5559

住住居居確確保保給給付付金金
再再支支給給のの対対象象者者をを拡拡大大ししままししたた
従来の対象者（支給終了後に会社都合により解雇）以外の

方も、3月31日㈬までの申請に限り、最長3カ月の再支給
が受けられるようになりました。
また、従来の対象者の再支給要件も緩和されています。
詳しくはお問い合わせください。
【対象】 住居確保給付金の支給が終了し、次のいずれかに
該当する方

▼離職・廃業から2年以内

▼休業などにより収入が減少し、離職・廃業と同程度
その他、収入や資産などの要件があります。

【問い合わせ】 自立相談支援窓口 �03‐5654‐8625
【担当課】 福祉管理課

緊緊急急小小口口資資金金ななどどのの特特例例貸貸付付
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業など
で減収し、生活資金にお困りの方に向けた特例の貸付制度
です。要件や申請方法など、詳しくは葛飾区社会福祉協議
会ホームページをご覧ください。
特例貸付の再貸付を行います
緊急小口資金および総合支援資金の貸付が終了となった
方に、最大3カ月まで再貸付を行います。対象の方には申
請書を2月末までに発送予定です。詳しくはお問い合わせ
ください。
【申請期限】 3月31日㈬
【問い合わせ】 葛飾区社会福祉協議会 �03‐5698‐2457
【担当課】 福祉管理課

問い合わせ

自立相談支援窓口 �０３‐５６５４‐８６２５
住居確保給付金の再支給の対象者を拡大しました（下記参照）。

葛飾区社会福祉協議会 �０３‐５６９８‐２４５７

国保年金課 �０３‐５６５４‐８２１３

▼葛飾年金事務所 �０３‐３６９５‐２１８１

▼国保年金課 �０３‐５６５４‐８２１４

国保年金課 �０３‐５６５４‐８５２８

介護保険課 �０３‐５６５４‐８２４９

収納対策課所管分

収納対策課 �０３‐５６５４‐８１７４

葛飾税務署 �０３‐３６９１‐０９４１
葛飾年金事務所 �０３‐３６９５‐２１８１

学務課 �０３‐５６５４‐８４５９

税務課 �０３‐５６５４‐８２８０
国保年金課 �０３‐５６５４‐８２１３
介護保険課 �０３‐５６５４‐８２４９

内容
自立相談支援
住居確保給付金
家賃相当額（上限あり）を家主などに支給

緊急小口資金等の特例貸付
【申請期限】 ３月３１日㈬

国民健康保険料の減免
原則、令和２年２月分～３年３月分の保険料

国民年金保険料の特例免除

後期高齢者医療保険料の減免
原則、令和２年２月分～３年３月分の保険料

介護保険料の減免
原則、令和２年２月分～３年３月分の保険料
特別区税（特別徴収義務者を含む）
国民健康保険料、後期高齢者医療保険料
介護保険料
国税
国民年金保険料
就学援助制度
給食費や学用品費を援助（現年所得でも審査可）

生活相談がしたい
離職などにより住居を失っ
た・失うかもしれない

生活資金を借りたい

保険料の減額・免除

税・保険料の納付相談

小・中学生の子どもがいて、
生活が困窮している

問い合わせ

産業経済課
�０３‐３８３８‐５５５６

▲

厚生労働省雇用調整助成金コールセンター �０１２０‐６０‐３９９９▲

しごと発見プラザかつしか �０３‐５６８０‐８７６５

産業経済課 �０３‐３８３８‐５５７０

商工振興課 �０３‐３８３８‐５５５９

内容
新型コロナウイルス対策緊急融資
本人負担利率０％・信用保証料全額補助
【申込期限】 ３月３１日㈬
新型コロナウイルス対策経営改善設備資金融資
本人負担利率０％・信用保証料全額補助

雇用調整助成金

事業者支援相談
【開設期間】 ３月３１日㈬まで

営業時間短縮に係る葛飾区感染拡大防止協力金

運転資金が足りない

経営改善に要する設備を導入
するための資金を借りたい

雇用を維持できない

国や都、区の支援策につい
て知りたい
区内中小企業の飲食店など
で東京都の営業時間短縮に
応じている

個人の方

事業者の方

休業・失業などでお困りの方はご相談ください。要件や申請方法など、詳しくはお問い合わせください。

1月8日～2月7日に、営業時間短縮をした
飲食店などの方へ
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はなしょうぶコール　☎03－６７５８－２２２２
午前８時～午後８時　年中無休　FAX０３－６７５８－２２２３

区の手続きや催し物の問い合わせ、がん検診の申し込みは

（８）
令和3年（2021年）2月25日 No.１８３０


